
議案第１２５号  

 

   京都府中・北部地域消防指令事務協議会の設置に関する協議について  

 

 地方自治法第２５２条の２の２第１項の規定により、消防指令事務を共同して処理するため、別記規約により、京都府中・北部

地域消防指令事務協議会を設置する。  

 

  令和２年８月２８日提出  

 

京丹後市長 中  山  泰  

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

福知山市、舞鶴市、綾部市、京都中部広域消防組合及び宮津与謝消防組合と消防指令事務を共同して処理するため、規約を定め、

京都府中・北部地域消防指令事務協議会を設置することについて、地方自治法第２５２条の２の２第３項の規定に基づき議会の議

決を求めるものである。 
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（別記）  

京都府中・北部地域消防指令事務協議会規約 

（協議会の目的） 

第１条 この協議会（以下「協議会」という。）は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の２の２第１項の規定に基づ

き、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化及び消防力の強化を図るため、消防指令に関する事務を

共同して管理し、及び執行することを目的とする。 

（協議会の名称） 

第２条 協議会の名称は、京都府中・北部地域消防指令事務協議会とする。 

（協議会を設ける団体） 

第３条 協議会は、福知山市、舞鶴市、綾部市、京丹後市、京都中部広域消防組合及び宮津与謝消防組合（以下「関係団体」とい

う。）がこれを設ける。 

（協議会の担任する事務） 

第４条 協議会は、関係団体の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び情報の収集伝達の事務を管理し、及び執行

する。 

（協議会の事務所） 

第５条 協議会の事務所は、福知山市東羽合町 46 番地の１に置く。 

（協議会の組織） 

第６条 協議会は、会長１人、副会長２人及び委員３人をもってこれを組織する。 

（会長） 

第７条 会長は、福知山市消防長の職にある者をもって充てる。 
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２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長は、非常勤とする。 

（副会長） 

第８条 副会長は、舞鶴市消防長及び京都中部広域消防組合消防長の職にある者をもって充てる。 

２ 副会長は、会長を補佐する。 

３ 副会長は、非常勤とする。 

（委員） 

第９条 委員は、綾部市消防長、京丹後市消防長及び宮津与謝消防組合消防長の職にある者をもって充てる。 

２ 委員は、非常勤とする。 

（会長の職務代理） 

第 10 条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。 

２ 前項の規定により、会長の職務を代理する副会長の順序は、会長が定める。 

（職員） 

第 11 条 協議会の担任する事務に従事する職員（以下「職員」という。）の定数及び当該定数の関係団体別の配分については、関

係団体の消防長が協議により、これを定める。 

２ 関係団体の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該団体の消防職員のうちから選任するものとす

る。 

３ 会長は、職員が心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適し

ない非行があると認めるときは、その職員を選任した消防長に解任を求めることができる。 

（事務処理のための組織） 
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第 12 条 会長は、協議会の会議（以下「会議」という。）を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けるこ

とができる。 

（会議） 

第 13 条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。 

（会議の招集） 

第 14 条 会議は、会長がこれを招集する。 

２ 会長は、副会長及び委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。  

３ 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめ副会長及び委員に通知しなければならない。 

（会議の運営） 

第 15 条 会議は、副会長及び委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。 

（関係団体の長等の名においてする事務の管理及び執行） 

第 16 条 協議会がその担任する事務を関係団体の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、

当該事務に関する福知山市の条例、規則その他の規程（以下「福知山市条例等」という。）を関係団体の当該事務に関する条例、

規則その他の規程とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。 

２ 福知山市は、当該事務に関する福知山市条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ舞鶴市、綾部市、

京丹後市、京都中部広域消防組合及び宮津与謝消防組合と協議しなければならない。 

３ 福知山市長は、当該事務に関する福知山市条例等が制定され、又は改廃された場合においては、その旨を舞鶴市、綾部市、京

丹後市、京都中部広域消防組合及び宮津与謝消防組合の長並びに会長に通知しなければならない。 
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（経費の支弁の方法） 

第 17 条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する経費は、関係団体がこれを負担する。 

２ 前項の規定により関係団体が負担すべき額は、別に定める負担割合によるものとする。 

３ 舞鶴市、綾部市、京丹後市、京都中部広域消防組合及び宮津与謝消防組合は、第１項に規定する負担金を福知山市に納付する

ものとする。 

（財産の取得、管理及び処分の方法） 

第 18 条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係団体が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当

該財産の管理は、協議会がこれを行う。 

２ 協議会は、前項の財産の管理を行う場合においては、当該管理に関する福知山市条例等を関係団体の当該管理に関する条例、

規則その他の規程とみなして、当該管理をその定めるところにより行うものとする。この場合においては、第１６条第２項及び

第３項の規定を準用する。 

（その他の財務に関する事項） 

第 19 条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務

に関する手続の例による。 

（事務処理の状況の報告） 

第 20 条 協議会は、毎会計年度少なくとも１回以上協議会が管理し、及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係団体

の長に提出するものとする。 

（関係団体の長の監視権） 

第 21 条 関係団体の長は、必要があると認めるときは、協議会が管理し、及び執行した事務について報告させ、又は実施につい

て事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。 
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（協議会解散の場合の措置） 

第 22 条 協議会が解散した場合における協議会の担任する事務の承継については、関係団体が協議して定める。 

（協議会の規程） 

第 23 条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設

けることができる。 

   附 則 

 この規約は、令和２年１１月９日から施行する。 
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（参考）消防指令業務の共同運用のイメージ 

  

現在の１１９番通報受信から指令までの流れ         消防指令センターを共同運用し管轄本部へ出動指令  
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年 月

（パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。）

　≪財源措置の状況≫ （単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入） (単位：千円)

○その他の計画(該当する場合のみ)

【議会基本条例第8条第1項関係】

議案の
件　名

議案第125号
京都府中・北部地域消防指令事務協議会の設置に関
する協議について

政策等
の区分

計画　・　事業　・　条例

その他（管理執行協議会設置）
政策等の形成過程の説明資料

令和 2 9  定 例 会

　≪政策等の概要≫ 　≪市民参加の状況≫

○通信技術機能の向上により、広域的な指令業務が可能になったことによ
り、持続可能な消防体制を確保するため６消防本部(福知山市、舞鶴市、綾
部市、京丹後市、京都中部広域消防組合、宮津与謝消防組合)による消防指
令業務の共同運用を行う。

■運用開始予定日　　　令和６年４月１日
■共同運用を行う市町　福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、
　（７市３町）　　　　京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町
■共同運用方式　　　　協議会方式（地方自治法第252条の2の2）
■共同指令センター　　福知山市消防本部に設置

有　・　無

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源

　≪政策等の必要性≫ 　≪将来にわたる効果及び経費の状況≫

○各消防本部ごとに行われている消防指令業務を共同指令センターに集約
することにより、災害情報の一元化による効果的・効率的な相互応援体制
の確立を図る。
○消防サービスの維持、継続に必要となる消防力の確保、人員及び資機材
等の消防資源の最大限の活用は不可欠。
○複雑・多様化する災害への対応に加え、職員の知識・技能の高度化、専
門化も課題となっている。

○情報の一元化により集団救急事故や大規模火災、大規模自然災害発生時
等における迅速な相互応援体制の確立が可能。
○通信員の集約化に伴い、指令業務において減員となった人員を現場等へ
配置することが可能。
○今後におけるシステム更新、関連システム等の整備事業においても連携
のうえ共同で取り組むことにより、大きな費用節減効果が期待できる。

　≪提案に至るまでの経緯≫ 　≪総合計画等の整合≫

10 地域ぐるみによる消防・救急・防災体制の充実
○「京都府中・北部地域の新たな消防広域連携のあり方検討会」設置（平
成30年10月）　※継続設置中
○12回にわたり開催された同検討会による会議結果を「報告書」としてと
りまとめ（令和元年10月）
○「京都府中・北部地域消防指令センター共同運用における確認書」締結
（令和2年6月）

総合計画
計画項目

　≪政策等の実施時期≫ 策定年度

○法定協議会（管理執行協議会）設立　　　　令和2年11月（予定）
○指令センター共同運用業務開始　　　　　　令和6年4月1日（予定）

計画期間

担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称）

消防本部 警防課 有・無
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